
1 

 

NAM2016/CoB/Doc.11 

原語 ン語 

 

 

第 17回非同盟諸国運動国家 首 び政府 長 首脳会議 

 

ボ 共和国	 島 

 

2016 9 17日～18日 

 

 

第 17回非同盟諸国運動 NAM 国家 首 び政府 長 首脳会議 言 

ボ 共和国	 島 

2016 9 17日 18日 

 

非同盟諸国運動 各国 首又 政府 長 2016 9 17日 18日 第 17回首

脳会議 ボ 共和国 島 発展 和 主権

び連帯 主題 参集 国 情勢 現況 検討  

 

国 法 軽視 侵略 主 権力中枢 地政学的利益 動機付け 戦禍 び武力

紛 並び 植民地主義 び新植民地主義 長期 わ 紛 強

い い 先進国 あ を 今日 々 生 世界 歴史 現実 示 い

を意識  

 

危機 多 国 連合憲章 び ン ン 10原則 記 目的 原則 侵害

噴出 あ を強調  

 

国家間 連帯 大 尊敬 表現 情 び 和 国 持 可能性 和的共

そ 開発途 国人民 十 経 的社会的発展を 終目標を 公 び開発

途 国 自立 い 変革的目標 を 包含 広範 概念 あ を認識  

 

運動 55周 い 諸国民 発展 和 主権 連帯 権利を を以

う 決定  

 

	 非同盟諸国運動創始者 先見的精神 ン ン会議 1955 び

会議 1961 確立 非同盟諸国運動 原則 目的 並び 和 義

大使館訳 
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尊敬 弟愛的 情 連帯 協力 び発展 世界を作 い 々 望

導  

 

	 国 連合憲章 原則 目的 並び 国 法 び諸国間 好 協力

言 規定 原則を再確認  

 

	 運動創始時 原則 効 あ び運動 発展を形作

果― 植民地主義 び新植民地主義 人種差 あ ゆ 形態 他国

攻撃 外国 占領 支配 び覇権 闘い 並び 権力機 同士 軍

同盟 わ 国 均衡 要 あ う 意思 非同盟政策

体的 表出 あ け い を裏付け あ ― 励  

 

	 非同盟諸国運動創始時 原則 び 開催 第 14回 NAM首脳会議 認

現在 国 情勢 け 非同盟諸国運動 役割 目的 原則 言 定

原則 ン を追認  

 

	 国 力学 い 運動 効性を支え 目標 い

運動 重要 影響力を持 を保証 必要性を確信  

 

	 非同盟諸国運動 強 び活性 益 貢献 対 ン

共和国大統領 ン 深い謝意を表  

 

	 2016 9 17 日 び 18 日 ボ 共和国 島

開催 第 17 回非同盟諸国運動国家 首 び政府 長 首脳会議 終

言を採択  

 

島 終文書を実効あ 運動全 盟国 高い び

意志 要求 そ 目的 和 社会的経 的開発 人権 国 協力 提起

課題 決然 組 あ 記載 目的を 意志を

持 一致団結 力 を 言  

 

．	運動 強 び再活性 非同盟諸国運動 補強 強 活性 完全 決

定的 支持を確認 運動 び歴史的効力を保持

多様性 基 団結 盟国同士 連帯 いう基礎 そ 強

回復 力を確保 唯一 保証 あ  
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．	国 秩序 強 国 連合憲章第 2条 び第 6章 1970 10 24日 国 連

合決議 2625 び国 法 則 論 和的解決を 進 け い 繰

返 述 目的 寄 将来 世代を戦災や軍 紛

救う を狙い え 紛 解決 び確固 持 的 和

紛 構造的原因 組 全体的 要求 強調 そ

狙い 国 連合 柱 あ 和 全 開発 人権を実現 あ

意味 主権 尊重 国 団結 国家 領土保全 国家 主権 等

国家 内政 紛 和的解決 武力 威嚇又 行使 抑制を尊重

決意を再確認 同様 国 法 反 合憲的政府を打倒 目的を持

政権変更 法 政策を拒否  

 

．	自決権 全 人民 自決 可侵 権利を強調 自治権 い領

土 人民 び他国 占領 又 植民地支配 外国 支配 あ 領土

人民 含 他国 占領又 植民地支配 外国 支配 い

人民 場合 あ うい あ ゆ 状況 絶 並び 人権 び基本

的自由 的尊重 確保 自決権 行使 効 可 あ  

 

．	軍縮 び国 全保 大量破壊兵器 特 兵器 在 人類 あ

う 威を 除 力を倍 意志を再確認 意味

兵器 い世界 向け 組 を決定 1995 兵器

拡散条約 NPT 会議 びそ 諸会合 い 締結 決

従 中東 非大量破壊兵器地帯を設置 を決定 同様 ュ

軍縮会議 い 軍縮 交 わけ 兵器 保 開発 生産 入

手 実験 蓄積 移転 使用又 使用 威嚇を禁 特定 時間枠内 そ 破壊

を 兵器 包括的 決 交 を 緊急 開始 を

願 同様 国家 独立 び経 発展 ビ ン 従 和目的 原子

力 を開発 国家 権利を繰 返  

 

．	人権 的 可 相互依 的 び相互 い あ ゆ 人権 保護

進 決意を再確認 発展的 協力的 国 的対 能力 構

築 術支援 優 実践 評価を通 組 同時 あ ゆ

人権 完全 行使を確保 あ 人権 可侵 基本的

び 的権利 並び 全世界 認識 い 人権 完全 一部

発展 権利を含 そ 狙い 全世界 共通 持 可能 和 繁栄

を 進 あ 非同盟諸国運動 進 30 前 採択

発展 権利 言 歴史的意義を強調 言 開発途 国
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利 経 的社会的条件を創設 を含 国 的経 構造 抜本

的変 を要求 あ 同様 人権 性 透明性 公 性 非選

択性 非政治 観性 い 基本原則 対 信奉を通 強

あ 一方 1993 ン 言 唱え 原則 従 皆

人権 就を模索 改 表明  

 

．	一方的 制裁 運動 盟国 対 一方的 抑 的手段を 国 連合憲章 国

法 わけ内政 民族自決 び前述 う 手段 い 盟

国 独立 い 原則 反 公 又 適用 非難を表明

意味 人権 影響を ぼ 行 い 諸国民 十

経 的社会的発展を阻害 手段を非難 そ 撤回を要求 決定

を繰 返 同様 各国家 自国 富 天然資源 経 活動全

そ を自由 行使 完全 主権を い を再確認  

 

．	 国 的 和 全 対 重大 威 一

あ 繰 返 そ そ 動機 場所 行 者 わ あ ゆ

表出方法 び形式 行 を断固非難 再確認 集団

特 宗教や信条を理由 文 遺産や宗教的 場所 破壊 同様 人

反 犯罪を非難  

 

軽蔑 災難 今日呈 威を認識 災難 わ

け ン ISIL ュ そ 連組織 戦

線 ボ びそ 他国 連合 指定 組織

い 集団 実行 活動 あ 海外 件や

繋 可能性 あ 暴力的 激主義 拡散を含 あ

諸国家 資金調 び決定的 秩序 形 武力 法 移動

を含 あ ゆ 形式 び表出方法 を 国 連合憲章 定

手段 びそ 他国 法 要請 義務 厳格 参 を通 防 闘う必要

迫 い 意味 国 闘う 包括的 決 を将来的 締

結 国連 対 戦略を含 既 国 的 法規一般を

補完 得 考察  

 

び 繋 筋 暴力的 激主義 い

宗教 国籍 文明 び民族 結び け

結び け い を再確認 うい 属性 を

当 目的 並び 闘う方策 わけ 容疑者 人物像を作
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個人 私生活 い を 当 目的 使用

い を再確認  

 

．	文明社会間 対 文 間 宗教間 び文明間 対 を通 諸社会 び諸

国家間 和 寛容 び尊重 文 を醸 文 社会 び宗教

多様性 尊重を 進 重要 あ 強調 同様 異 宗教間

び文 間 対 重要 あ 並び う 益 貢献を認識

貢献 全 人類 合う共通 価値 対 意識や理解を向

社会的経 的発展 和 全を醸 あ  

 

．	 問題を含 中東情勢 東 を含 被占領 地域

占領 地域 定 要因 い を改 確認

国 連合 全保 理 会決議 242 号 び 338 号並び 全保 理

会 び総会 そ 他決議 則 1967 6 占領 い 記領

土 占領勢力 撤退 を要求 人民 対 長引

当 状態 占領 び 連 そ 政策 行 わけ定住

地 建設 拡大 家屋 壊 何千人 民 投獄や逮捕を含 民間人

対 集団的 処罰行 地区 法 鎖 い 結果 あ

民族自決や独立 い 人民 当 権利を否定 そ 人権を侵害

主要 源 い 繰 返 当 者各々 対 断基準

条件 び長期的要因 基 い 納得 い 和 を再開 維持

あ ゆ 力を う び け 国 解決 基

和 を踏 え 1967 以前 国 的 認 い 国境線

持 的 公 全面的 和 を を目指 あ  

 

国 連合総会決議 194号 び 和 則 当 地域全

国 全 定 び 和を 難民 現 原因 対 全

面的 公 解決を求  

 

占領勢力 あ 占領中 領 ン高原 け 法

領土 人口 状態を変え 採 手段を非難 意味

決議 497号 1981 を遵 決議 242号 1967 び 338号 1973

を履行 占領中 領 ン高原 1967 6 4日時 国境

線 完全撤退 う改 要求  

 

．	国 連合 改革 当 組織 う 民主的 責任 あ 包括的 代表的
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機 あ 総会 権限を回復 強 必要性を繰 返 意味

国 連合憲章 認 特権 基 い 国 連合 主要機 間

調和的 ン を構築 う奨励 全保

理 会を 民主的 効率的 効果的 透明 代表的 機 変え

今日 地政学 現実 合わ 全保 理 会を改革 を 望

 

 

．	国 連合 務総長 選出 び任 国 連合 務総長 選出 び任 手

い 総会 果 重要 役割を強調 同時 現在 国 連合 務

総長 選出 び任 手 地域 輪番性 び性 等 原則 配慮

透明 包括的 あ 必要性を再確認  

 

．	 和維持活動 和維持活動 憲章 確立 原則 び目的を厳格 遂行

い 実行 あ を再確認 主権 領土保

全 国家独立 内政 い 原則 尊重 国 和 び 全

進 協同 組 当 基本的 要素 あ を強調

意味 和維持 基本原則 わ 当 者 同意 偏性 自衛以外

実力 行使 尊重 和維持活動 可 あ を繰

返 和活動 独立 報告書 び 和構

築 ビュ 門家諮問 報告書を念頭 置

諸勧告を実行 あ 定期的 協議 綿密

連携を維持 重要 あ を強調  

 

．	持 可能 開発目標 持 可能 開発  2030 ン を 人々

を基礎 据え 的 変革的 計画 あ を踏 え 誰一人

完全 実行 組 意志を繰 返 同様 計画

あ 17 持 可能 開発 目標 169 を 全国家 全人民

び社会 全 統合的 可 方法 持 可能

開発 側面 わ 経 社会 び環境を考慮 必要 あ

を再確認 あ ゆ 形態 び側面 い 貧困 飢餓 終

符を打 大 地球規模 課題 あ 持 可能 開発

可 要件 あ を繰 返 計画 認 い

全原則 特 共通 差異あ 責任 原則を再確認 持 可能

開発目標 を確実 先進国 資金供給 適 術移転 開

発途 国 能力構築 そ 義務を果 重要性を強調  
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開発 適 環境を作 国 的 貿易 場 開発途 国 条件

等を保証 多国間貿易体制を強 を支持 繰 返

包括的 経 長を果 貧困を減少 手段 あ 同時 持

可能 開発 進 寄 あ 意味 開発 ン

枠組 沿 開発途 国 発展 必要 項を考慮 前進 決意を繰

返 ュ ン 開発途 国 参入を強

相互連結 び地域間 経 的統合を 進 貿易 援 を増

大 能力構築を行う重要性を強調  

 

．	開発 向け 教育 科学 術 進 貧困 び社会的排除 絶 寄

手段 非識 闘う決意を確認 教育 社会 あ ゆ

を包含 可侵 人権 あ を認識 科

学 び 術 利用 南側諸国 開発課題 対処 可 あ を

強調 先進国 利 条件 術移転 持 可能

開発を確保 可 あ 世界 全人民 利益 あ  

 

．	気候変動 気候変動 昨今 重大 課題 一 あ を確認 世界

地球温暖 排出 増 け い 対 極 警 い

を表明 気候変動 負 影響 特 開発途 国 け 影響 増大

そ 貧困 絶や持 可能 開発を実現 う 開発途 国

力 厳 水を差 い 懸念を表明  

 

意味 気候変動 国 連合枠組条約 規定 特 共通 差異あ

責任 原則 適用 連 び先進国 歴史的責任 照 全 開発途

国 懸念 び特 性を繰 返 そ 先進国 対 資金供給 適

術移転 開発途 国 能力構築 そ 義務を果 う 望  

 

2016 11 7日 18日 王国 ュ 開催 国

連気候変動枠組条約第 22回締約国会議 期待  

 

．	経 ン 国 的 金融 改革 意思決定機 あ

ン 機 IMF び世界銀行 民主 必要 あ 再確認

そ 世界 け 意思決定 経 連法規 制定 び新

世界経 秩序 舵 い 開発途 国 参 度合いを拡大 強

必要 あ ン 世界 経 特 開発途

国 ぼ 得 負 影響 懸念を表明  
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．	南南協力 南南協力 南側諸国 諸国民 持 可能 発展 向け 国 協力

重要 一要素 あ そ 南 協力 代 補完 あ

繰 返 南 協力 利 条件 優先的合意内容 適 術移

転を可能 あ 南南協力 南側諸国間 びそ 国

民間 連帯 協力 表 あ 主権 尊重 国家 独立

等 無条件 内政 相互利益 い 原則 当 国 福祉

寄 あ 確認  

 

．	国 連帯 公衆衛生 威を 世界的 流行病や自然災害 発生 対

国 社会 対応 国 連帯 び協力 対処 型 あ

を認識 わけ ボ 出血熱 様々 流行病

蔓延を抑制 絶 世界中 自然災害 結果 対処

国 社会 力を強調  

 

．	難民 び移民 9 19日 ュ 開催 難民 移民 大規模

移動 組 会合 召集を歓迎 会合 国 的

増 あ 特 女性 子 影響を ぼ 現象 対 国 社会

対処を議論 機会 あ  

 

多数 難民を生 出 い 緊急的 人 危機 わけ複数 盟国 領土内

け 紛 生 い 危機を認識 政治的声明を

象 影響を け い 国々 体的 支援 変え 重要性

並び け入 国 び け入 地域 援 重要性を強調  

 

国を超え 移民 経 的 政治的 社会的 び文 的観 諸国家

歴史的貢献を認 諸政府 以 述 う あ

ゆ 責任を再確認 移民 権利を国 法 び国内法 保護

あ ゆ 法行 び暴力行 わけ民族 人種 性

宗教 差 を誘発 者 行 並び 人種差 び外国

嫌悪を動機 移民 対 働 犯罪 対 既 法 を適用 又 必

要 場合 強 を含 行 特 入国 け 移民 弱

拍車を け 世界的 経 危機を背 個人又 集団 行う を指

 

 

．	若者 女性 和 び 全 若者 女性 紛 防 び解決並び 和 維
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持 び構築 力 い 果 重要 役割を確認 完全

等 び女性 自立 並び そ 女性 参画 必要性を強調

女性 和 全保 全保 理 会決議 1325 号 2000

実施 諮問 報告を

考慮 女性 対 あ ゆ 形 暴力 び差 闘い 力を合

わ 固い決意を繰 返  

 

．	報 ュ ン 新 い世界秩序 報 び ュ ン

戦略 歴史的文 的 深 い 必要 あ を強調

文明社会間 対 を 進 開発途 国をそ 意見 論説

見通 表明 い 尊重 う 先進国 勧告 同様

開発途 国 相対 そ 政府を弱体 目的 敵対的 伝

を使用 深い懸念を繰 返 表明 開発途 国

人民 現実 利益を反映 代 的 自由 多様 責任あ び

情報源を創 必要性を強調  

 


